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事 業 者
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処 分 の
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当該違
反点数

北海道
運輸局
管内累
積点数

1

有限会社大連輸送（法
人番号３４６０００２
００３７７８）　代表
者石塚邦彦

北海道釧路市昭和北１丁目２２－１２ 本社営業所 北海道釧路市昭和北１丁目２２－１２ 2024/2/28
輸送施設の使用停止（４０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他５
件

令和５年７月４日及び令和５年９月５日、関係機
関からの情報を端緒として監査を実施。６件の違
反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の
実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、
第３項）、（３）運転者台帳の作成義務違反（安
全規則第９条の５第１項）、（４）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義
務違反（安全規則第１０条第２項）、（６）運行
管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第
１項）

4 4

2

有限会社鶴松運輸（法
人番号２４６０００２
００１８９８）　代表
者齋藤正臣

北海道釧路市星が浦南３丁目３番２１号 本社営業所 北海道釧路市星が浦南３丁目３番２１号 2024/2/28
輸送施設の使用停止（１０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他４
件

令和５年９月６日、関係機関からの情報を端緒と
して監査を実施。５件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）点呼の記録義務違反（安
全規則第７条第５項）、（３）点呼の記録事項義
務違反（安全規則第７条第５項）、（４）運転者
に対する指導監督の記録保存義務違反（安全規則
第１０条第１項）、（５）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第６０条第１項）
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和6年2月)

2月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和6年2月)

2月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

3

有限会社旭川荷役輸送
（法人番号６４５００
０２０００５４２）
代表者野村誠

北海道旭川市物流団地２条１丁目４番７号
流通団地営
業所

北海道旭川市流通団地１条３丁目４０ R6.2.28
輸送施設の使用停止（２０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他７
件

令和５年９月２８日、令和５年１０月１３日及び
令和５年１１月６日、関係機関からの情報を端緒
として監査を実施。８件の違反が認められた。
（１）各営業所に配置する事業用自動車の種別ご
との数違反（貨物自動車運送事業法施行規則第６
条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の実
施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、
（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条
第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（安
全規則第８条）、（６）事故の記録事項義務違反
（安全規則第９条の２）、（７）特定運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第
２項）、（８）運行管理者補助者の要件違反（安
全規則第１８条第３項）
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以下余白


